
船舶事故調査報告書 
 

 

   船 種 船 名 コンテナ船 UNI-POPULAR 

   ＩＭＯ番号 ９２０２２０９ 

   総 ト ン 数 １７,８８７トン 

 

   船 種 船 名 ケミカルタンカー PRETTY HANA 

   ＩＭＯ番号 ９００３９６４ 

   総 ト ン 数 ７４１トン 

 

   事 故 種 類 衝突 

   発 生 日 時 平成２７年１１月３日 １２時２７分ごろ 

   発 生 場 所 関門港関門航路 

          門司埼灯台から真方位０６５°１.８海里付近 

          （概位 北緯３３°５８.５′ 東経１３０°５９.８′） 

 

                      平成２８年１０月２０日 

                運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                   委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                   委   員   小須田   敏 

                   委   員   根 本 美 奈 

 

 

要 旨 
 

＜概要＞ 

 コンテナ船UNI
ユ ニ

-POPULAR
ポ ピ ュ ラ ー

は、船長ほか２０人が乗り組み、関門水先区水先人の水先

により、関門港の関門航路の側方境界線を横切る態勢で北西進中、ケミカルタンカー

PRETTY
プ リ テ ｲ

 HANA
ハ ナ

は、船長ほか１０人が乗り組み、関門航路を北東進中、平成２７年１１

月３日１２時２７分ごろ、関門航路の東口付近において、両船が衝突した。 

 UNI-POPULARは、左舷船尾部に凹損を伴う擦過傷を生じ、PRETTY HANAは、船首部に

圧壊等を生じたが、両船共に死傷者はいなかった。 

 

 



＜原因＞ 

 本事故は、関門港において、UNI-POPULARが関門航路の側方境界線を横切る態勢で

北西進中、PRETTY HANAが関門航路に沿って北東進中、UNI-POPULAR水先人が、UNI-

POPULARがPRETTY HANAの前方を横切ることをPRETTY HANAが理解しているものと思い、

また、PRETTY HANA船長が、UNI-POPULARが関門航路に沿って航行しているPRETTY 

HANAを避けるものと思っていたため、両船共に衝突を避けるための動作が遅れ、両船

が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

 UNI-POPULAR水先人が、UNI-POPULARがPRETTY HANAの船首方を横切ることをPRETTY 

HANAが理解しているものと思ったのは、関門海峡海上交通センターにＶＨＦ無線電話

でPRETTY HANAの船首方を横切ることを申し入れた際、関門海峡海上交通センターか

ら了解した旨の回答があったので、自らの望むUNI-POPULARとPRETTY HANAの通過方法

で了解を得たと思ったこと、また、PRETTY HANAも関門海峡海上交通センターとの交

信で理解しているものと思ったことによるものと考えられる。 

 UNI-POPULAR船長は、UNI-POPULAR水先人からの説明により、PRETTY HANAの船首方

を安全に横切ることができると思ったものと考えられる。 

 PRETTY HANA船長が、UNI-POPULARが関門航路に沿って航行しているPRETTY HANAを

避けると思ったのは、関門海峡海上交通センターからUNI-POPULARと右舷対右舷で通

過するように連絡を受けたことによるものと考えられる。 

 関門海峡海上交通センターが、ＶＨＦ無線電話の音声が雑音により聞こえづらい状

況下、聞き取れなかったUNI-POPULARとの交信内容を確認せずにUNI-POPULARに対して

了解したと、PRETTY HANAに対して右舷対右舷で通過するようにそれぞれ伝えたこと

から、UNI-POPULAR水先人とPRETTY HANA船長とが異なる理解のもとに操船していたも

のと考えられる。 
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１ 船舶事故調査の経過 
 

１.１ 船舶事故の概要 

 コンテナ船UNI
ユ ニ

-POPULAR
ポ ピ ュ ラ ー

は、船長ほか２０人が乗り組み、関門水先区水先人の水先

により、関門港の関門航路の側方境界線を横切る態勢で北西進中、ケミカルタンカー

PRETTY
プ リ テ ｲ

 HANA
ハ ナ

は、船長ほか１０人が乗り組み、関門航路を北東進中、平成２７年１１

月３日１２時２７分ごろ、関門航路の東口付近において、両船が衝突した。 

 UNI-POPULARは、左舷船尾部に凹損を伴う擦過傷を生じ、PRETTY HANAは、船首部に

圧壊等を生じたが、両船共に死傷者はいなかった。 

 

１.２ 船舶事故調査の概要 

 1.2.1 調査組織 

  運輸安全委員会は、平成２７年１１月４日、本事故の調査を担当する主管調査官

（門司事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 

 1.2.2 調査の実施時期 

  平成２７年１１月５日 現場調査及び口述聴取 

  平成２７年１１月６日、１６日、平成２８年１月２２日、２月４日、５日 口述

聴取 

  平成２７年１１月１３日 回答書受領 

  平成２７年１２月１８日 口述聴取及び回答書受領 

 

 1.2.3 原因関係者からの意見聴取 

  原因関係者から意見聴取を行った。 

 

 

２ 事実情報 
 

２.１ 事故の経過 

 2.1.1 船舶自動識別装置による UNI-POPULAR 及び PRETTY HANA の運航の経過 

民間会社が受信した船舶自動識別装置＊1（ＡＩＳ）の情報記録（以下「ＡＩＳ記

                         
＊1

  「船舶自動識別装置（ＡＩＳ：Automatic Identification System）」とは、船舶の識別符号、種

類、船名、船位、針路、速力、目的地、航行状態及びその他安全に関する情報を各船が自動的に送

信し、船舶相互間、陸上局の航行援助施設等との間で情報を交換することができる装置をいう。 
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録」という。）によれば、平成２７年１１月３日１２時１１分１８秒～１２時２８

分１９秒の間における UNI-POPULAR（以下「Ａ船」という。）及び PRETTY HANA（以

下「Ｂ船」という。）の運航の経過は、表２.１－１及び表２.１－２のとおりで 

あった。 

ただし、船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置である。また、船

首方位及び対地針路は真方位（以下同じ。）である。なお、ＡＩＳは、対地針路が

小数点第１位までの値（０.０°～３５９.９°）、船首方位が整数値（０°～ 

３５９°）で送信されるようになっている。 

   

表２.１－１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

時 刻 

（時:分:秒） 

船 位 
船首方位 

（°） 

対地針路 

（°） 

対地速力 

（ノット（kn）） 
北緯 東経 

（°－′－″） 

12:15:09 33-58-07.1 131-00-22.9 292 182.0 0.0 

12:16:09 33-58-07.0 131-00-22.9 292 182.0 0.0 

12:17:09 33-58-07.0 131-00-22.9 293 003.0 0.0 

12:18:09 33-58-07.3 131-00-23.0 295 026.0 0.4 

12:19:09 33-58-07.8 131-00-23.2 298 034.0 0.4 

12:20:18 33-58-08.4 131-00-22.5 300 300.1 1.3 

12:21:10 33-58-09.4 131-00-20.9 305 301.0 2.3 

12:22:18 33-58-11.3 131-00-17.0 304 300.0 3.6 

12:23:18 33-58-13.3 131-00-12.7 307 297.0 4.1 

12:24:00 33-59-47.9 131-00-09.4 311 297.0 4.9 

12:25:00 33-58-18.0 131-00-03.5 319 306.0 6.5 

12:26:00 33-58-22.6 130-59-57.2 320 311.0 7.4 

12:27:00 33-58-28.0 130-59-50.4 328 311.0 8.8 

12:28:00 33-58-35.3 130-59-44.4 340 337.0 8.1 

 

表２.１－２ Ｂ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

時 刻 

（時:分:秒） 

船 位 
船首方位 

（°） 

対地針路 

（°） 

対地速力 

（kn） 
北緯 東経 

（°－′－″） 

12:11:18 33-57-09.0 130-57-09.3 036 035.7 10.5 

12:12:18 33-57-17.7 130-57-16.6 035 034.6 10.5 



- 3 - 

12:13:18 33-57-26.2 130-57-23.7 036 034.9 10.0 

12:14:19 33-57-34.2 130-57-30.9 042 042.9 9.6 

12:15:19 33-57-41.5 130-57-38.1 042 038.2 9.2 

12:16:19 33-57-50.5 130-57-47.3 065 053.8 8.6 

12:17:19 33-57-53.1 130-57-53.6 075 071.7 8.7 

12:18:19 33-57-56.4 130-58-03.8 070 067.5 9.2 

12:19:19 33-58-00.4 130-58-14.2 068 062.4 9.7 

12:20:20 33-58-04.2 130-58-25.1 071 068.1 9.9 

12:21:20 33-58-08.2 130-58-36.2 069 066.9 10.1 

12:22:20 33-58-12.2 130-58-47.4 070 067.3 10.1 

12:23:20 33-58-15.6 130-58-58.9 072 069.6 10.2 

12:24:20 33-58-19.1 130-59-10.5 073 071.1 10.3 

12:25:20 33-58-22.1 130-59-22.5 072 073.2 10.5 

12:26:19 33-58-26.1 130-59-34.2 060 058.8 10.3 

12:27:19 33-58-30.4 130-59-43.3 092 080.8 5.8 

12:28:19 33-58-31.5 130-59-42.5 126 301.9 1.7 

 

2.1.2 航海情報記録装置によるＡ船の運航の経過 

 Ａ船の航海情報記録装置＊2（ＶＤＲ）の情報記録（以下「ＶＤＲ記録」という。）

によれば、平成２７年１１月３日１２時１１分００秒～１２時２７分２２秒の間に

おけるＡ船、Ａ船の水先人（以下「水先人Ａ」という。）、Ｂ船及び関門海峡海上交

通センター（以下「関門マーチス」という。）に係る主な音声記録は、表２.１－３

のとおりであった。（以下関門航路を東口に向かって航行することを「東航」、同航

路を西口に向かって航行することを「西航」、東航する船舶を「東航船」、西航する

船舶を「西航船」という。） 

   

表２.１－３ Ａ船のＶＤＲ記録（抜粋） 

時刻 音声等 

１２時１１分 

００秒～４５秒 

関門マーチス：はい了解しました。現在、東航船の状況ですが、田野浦沖

に１隻・・・その後ろは、橋の西側約０.８海里（Ｍ）の

                         
＊2

  「航海情報記録装置（ＶＤＲ：Voyage Data Recorder）」とは、船位、針路、速力等の航海に関

するデータのほか、ＶＨＦ無線電話の交信や船橋内での音声を事故発生時に回収可能なカプセル内

に記録することができる装置をいう。 
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ところに２隻来ております。橋の西側約０.８Ｍの船舶、

この船がですね、約１６分後ぐらいに太刀
た ち の

浦
うら

コーナー付

近となります。 

水先人Ａ  ：はい、了解しました。予定では、その橋の西側の船の前

から航路インの予定です。また、解纜
かいらん

＊3終わって航路イ

ン前に連絡します。 

１２時２２分 

５０秒～５９秒 

関門マーチス：Ａ船、Ａ船、こちらは関門マーチス 

水先人Ａ  ：はい、Ａ船です。 

１２時２３分 

０１秒～１３秒 

関門マーチス：東航船２隻来ておりますが、先に出られますか。 

水先人Ａ  ：はい、東航船の前を横切って西航船の後ろから続きます。 

関門マーチス：では、西航船の後ろから続きます。了解しました。 

１２時２３分 

２５秒～３４秒 

関門マーチス：Ｂ船、Ｂ船、This is KANMON MARTIS. 

Ｂ船    ：KANMON MARTIS, this is Ｂ船. 

関門マーチス：チャンネル１４ 

Ｂ船    ：１４ 

（（注）チャンネル１４の内容については記録されていなかった。） 

１２時２４分 

０１秒～２５分

２９秒 

水先人Ａ  ：３２０、ハーフアヘッド 

水先人Ａ  ：フルアヘッド 

１２時２５分 

５８秒～２６分

５９秒 

関門マーチス：Ａ船、Ａ船、こちら関門マーチス 

水先人Ａ  ：Ａ船です。東航船、本船の前に行きますか。 

関門マーチス：Ａ船、（・・雑音で聞こえず・・）左舷で。 

水先人Ａ  ：ハードスターボード 

Ａ船    ：汽笛音約３０回 

水先人Ａ  ：スローアヘッド 

関門マーチス：Ｂ船、Ｂ船、keep clear, keep clear, this is KANMON 

MARTIS. 

関門マーチス：Ａ船、Ａ船、キープクリア、キープクリア、キープクリ

ア避けてください。勧告です、あっ警告です、こちら関

門マーチス 

１２時２７分 

０６秒～２２秒 

水先人Ａ  ：ハードポート 

水先人Ａ  ：フルアヘッド 

                         
＊3 「解纜」とは、係留索を全て外して航行できるようになった状態をいう。 
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（衝突音） 

 

2.1.3 国際ＶＨＦ無線電話による運航の経過 

 関門マーチスからの回答書によれば、平成２７年１１月３日１２時１０分から

１２時２９分までの間におけるＡ船、Ｂ船及び関門マーチスに係るＶＨＦ無線電

話（以下「ＶＨＦ」という。）の交信状況については、関門マーチスの無線設備で

録音した音声を再生したところによれば、「付表１ ＶＨＦ交信記録」のとおりで

あった。 

 

 2.1.4 乗組員等の口述による事故の経過 

   (1) Ａ船 

     Ａ船の船長（以下「船長Ａ」という。）、一等航海士（以下「航海士Ａ」と

いう。）、水先人Ａ及びＡ船の出航支援に従事したタグボート（以下「Ｃ船」

という。）の船長（以下「船長Ｃ」という。）の口述によれば、次のとおりで

あった。 

     Ａ船は、船長Ａほか２０人（台湾籍１９人及び中華人民共和国籍１人）が

乗り組み、平成２７年１１月３日１２時０４分ごろ水先人Ａが水先のため乗

船し、１２時１０分ごろＣ船がＡ船の右舷船尾からタグラインを取り、離岸

準備を整えた。 

水先人Ａは、関門マーチスとＶＨＦで連絡をとり、関門橋の西方の東航船

の情報及び他の関連した情報を入手した後、当該東航船の船首方を通過して

関門航路に入る予定であり、関門航路に入る前に再度連絡する旨を伝えた。 

Ａ船は、１２時１８分ごろ、福岡県博多港に向けて関門港田野浦区の太刀

浦８号岸壁を離れた。 

     Ａ船は、船長Ａ及び水先人Ａが操舵室前部中央付近に、２人の三等航海士

が同室前部左舷側でそれぞれ機関テレグラフ及びバウスラスタの操作に、操

舵手が同室中央にある操舵スタンドの前で手動操舵にそれぞれつき、機関を

極微速力前進にかけて関門航路に入る態勢で西進した。 

     水先人Ａは、１２時２１分ごろ関門航路第３２号灯浮標（以下灯浮標に

ついては、「関門航路」を省略する。）付近を東航中のＢ船及びＢ船の後方

約４００～６００ｍをＢ船とほぼ同じ速力で航行している内航船を視認し

た。 

このとき、水先人Ａは、関門マーチスからのＶＨＦによる「東航船２隻来

ておりますが、先に出られますか」とのＡ船の動静の問合せに対し、「東航
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船２隻の前を横切って西航船の後ろから続きます」と連絡し、関門マーチス

からの音声を「東航船２隻の前を横切って西航船の後ろに続きます」と聞い

たので、Ｂ船の前を横切って西航船の後ろに続く旨の了解を得たと思った。 

水先人Ａは、通常、太刀浦８号岸壁から出航して関門航路を西航する際に

は、関門航路を東航する船舶が第３２号灯浮標の西側であるか、東側である

かでその船首方か船尾方のいずれを通過するかを判断しており、東航中の船

舶が第３２号灯浮標の西側にいる場合には当該船舶の船首方から入航し、第

３２号灯浮標を通過して東側にいる場合には当該船舶の船尾方から入航する

か、または、進路を東側に大きく変更し、距離を保って当該船舶の船首方か

ら入航することとしていた。 

水先人Ａは、船長ＡにＢ船の船首方を横切って入航すること及びそのこと

をＢ船も関門マーチスとの交信で理解していることを伝え、また、Ａ船の船

首方約３００ｍを先導していたＣ船にもその旨を伝えた。 

船長Ａは、水先人Ａと関門マーチスのＶＨＦによる交信が日本語であった

ので内容は分からなかったが、水先人Ａからの説明により、Ｂ船の船首方を

安全に横切ることができると思った。 

水先人Ａは、機関を、１２時２３分ごろ微速力前進、１２時２４分ごろ半

速力前進、１２時２５分ごろ全速力前進とし、徐々に右転して関門航路の側

方境界線に向けて北西進した。 

水先人Ａは、Ｂ船は小型船で操船しやすいので、Ｂ船が第３２号灯浮標付

近を関門航路に沿って接近して来るが、約５００～６００ｍまで接近しても

関門マーチスからＡ船がＢ船の船首方を横切る旨の連絡が伝わっており、ま

た、Ｂ船の協力があれば約２００～３００ｍでＢ船の船首方を通過できると

思っていたところ、Ｂ船が左転したので、衝突の危険を感じて右舵一杯及び

半速力前進として、短音１０回程度の汽笛を吹鳴した。 

Ａ船は、水先人Ａが、Ａ船の左舷船尾にＢ船の船首が迫っているのを認

め、キック*4により衝突を避けようとし、左舵一杯及び全速力前進とした

が、１２時２７分ごろＡ船の左舷船尾部とＢ船の船首部とが衝突した。 

     水先人Ａは、Ａ船とＢ船とが衝突した旨を関門マーチスに連絡し、Ａ船は、

海上保安庁の指示により福岡県北九州市部埼沖に仮泊後、関門港下関区に着

岸した。 

   (2) Ｂ船 

                         
*4
 「キック（kick）」とは、舵を取った旋回運動の初期において、舵力によって船が原進路から外方

（非回頭舷）に押し出され横に寄せられることをいう。 
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     船長Ｂの口述によれば、次のとおりであった。 

     Ｂ船は、船長Ｂほか１０人（大韓民国籍２人及びインドネシア共和国籍８

人）が乗り組み、千葉県千葉港に向けて大韓民国を発した。 

     Ｂ船は、船長Ｂが操船指揮をとり、一等航海士及び二等航海士を見張りに

つけ、自動操舵で関門航路を東航した。 

     船長Ｂは、１２時２３分ごろ、機関を全速力前進にかけ、約１０knの速力

（対地速力、以下同じ。）で関門航路を東航中、右舷船首方約１ＭにＡ船を

視認した。 

船長Ｂは、関門マーチスからＶＨＦでＡ船と右舷対右舷で通過する旨の連

絡を受けていたので、Ａ船が関門航路に沿って航行しているＢ船を当然避け

ると思った。 

船長Ｂは、Ａ船が右舷船首方約３００～４００ｍに接近したので、通過距

離を広げるために左舵として右舷対右舷で通過しようとしたが、Ａ船が避け

ないので衝突の危険を感じて右舵一杯とし、機関を全速力後進にかけ、操船

信号として短音１回の汽笛を吹鳴したものの、Ａ船と衝突した。 

     Ｂ船は、海上保安庁の指示により関門港下関区に着岸した。 

(3) Ｃ船 

     船長Ｃの口述によれば、次のとおりであった。 

     Ｃ船は、１２時１０分ごろＡ船の右舷船尾にタグラインを取り、Ａ船が離

岸した後、水先人Ａの指示でタグラインを放してＡ船の船尾を回ってＡ船の

船首方約３００～４００ｍに位置して前路の警戒をしながら北西進していた

ところ、水先人Ａからの連絡でＡ船がＢ船の船首方を横切って関門航路に入

ることを知った。 

船長Ｃは、Ｂ船がＣ船に約３００ｍのところに接近したので、Ａ船の短音

を聞いた後に、長音を吹鳴し、衝突直前まで吹鳴を続けた。 

Ｃ船は、Ａ船とＢ船とが衝突した後、付近の警戒に当たった。 

    (4) 関門マーチス 

     本事故当時に情報提供等を担当していた関門マーチス運用管制官３人（以

下「運用管制官Ａ」、「運用管制官Ｂ」及び「運用管制官Ｃ」という。）の口

述によれば、Ａ船及びＢ船の運航状況は、次のとおりであった。 

運用管制官Ａは、１２時１０分ごろＡ船にＶＨＦで関門橋の西方約０.８

Ｍを東航している２隻の船舶が約１６分後に太刀浦８号岸壁の北側角沖に到

達すること及び他の関連する船舶の動静についての情報を伝えた。 

運用管制官Ａは、１２時１１分ごろ、水先人ＡからのＶＨＦで関門橋の西

方約０.８Ｍを東航している２隻の船舶の船首方から関門航路に入る予定で
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あることを知ったが、Ａ船とＢ船の通過方法（以下「本件通過方法」とい

う。）について出航後に再度連絡するということであったので、その連絡を

待つこととした。 

     運用管制官Ａは、１２時２２分ごろ、Ｂ船が第３２号灯浮標に近づいても

水先人Ａから本件通過方法についての連絡がなかったので、本件通過方法を

どのようにするのかを確認するためにＡ船を呼び出した。 

運用管制官Ａは、１２時２３分ごろ、水先人ＡからのＶＨＦに雑音があり

聞こえづらかったが、「東航船をかわして西航船の後ろから続きます」との

連絡を受けたものと理解し、また、Ａ船のレーダー映像に表示されているベ

クトルが離岸した岸壁とほとんど平行だったので、本件通過方法が右舷対右

舷であると理解し、「東航船の後ろをかわして西航船の後ろから続く。了解

しました」と復唱した。 

運用管制官Ｃは、運用管制官ＡのＡ船との交信を聞き、レーダー映像から

Ａ船が航路へ入ればＢ船の前方へ急に入ることになり、航法に反するので、

Ａ船はＢ船の後方から航路へ入ると考えた。 

運用管制官Ｂは、運用管制官ＡのＡ船との連絡を聞いていたので、Ｂ船に

対し、Ａ船と右舷対右舷で通過する旨を伝えた。 

運用管制官Ａは、１２時２６分ごろ、レーダー画面上でＡ船の映像が北西

方に向いたことで疑問を有し、水先人ＡをＶＨＦで呼び出したところ、水先

人Ａから「東航船、本船の前に行きますか」との連絡を受けたので、Ａ船が

本件通過方法を左舷対左舷で行うつもりであったことを知った。 

運用管制官Ｃは、運用管制官Ａ及び運用管制官ＢのＶＨＦの交信状況及び

レーダー映像から、Ｂ船に対してＡ船を避けるように連絡した。 

運用管制官Ａは、Ａ船に対してＢ船を避けるように連絡した。 

関門マーチスは、１２時２８分ごろＡ船からＢ船と衝突した旨の連絡を受

けた。 

  

 本事故の発生日時は、平成２７年１１月３日１２時２７分ごろで、発生場所は、門

司埼灯台から０６５°（真方位、以下同じ。）１.８Ｍ付近であった。 

（付図１ 航行経路図、写真１ Ａ船、写真２ Ａ船の損傷部、写真３ Ｂ船、写真

４ Ｂ船の損傷部 参照） 

 

２.２ 人の死亡、行方不明及び負傷に関する情報 

 船長Ａ及び船長Ｂの口述によれば、両船共に死傷者はいなかった。 
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２.３ 船舶等の損傷に関する情報 

 Ａ船は、左舷船尾部外板に凹損を伴う擦過傷を生じ、Ｂ船は、船首部に圧壊を伴う

擦過傷及びハンドレールに曲損を生じた。 

 

２.４ 乗組員等に関する情報 

  (1) 性別、年齢、海技免状等 

   ① 船長Ａ 男性 ４５歳 国籍 台湾 

      締約国資格受有者承認証 船長（パナマ共和国発給） 

       交付年月日 ２０１５年３月２３日 

             （２０１６年１２月３１日まで有効） 

   ② 水先人Ａ 男性 ６２歳 

      関門水先区一級水先人水先免状 

       免 許 年 月 日 平成２５年３月１５日 

       免状交付年月日 平成２５年３月１５日 

       有効期間満了日 平成３０年３月１４日 

   ③ 船長Ｂ 男性 ７０歳 国籍 大韓民国 

      一等航海士免状（大韓民国発給） 

       交付年月日 ２０１２年６月２７日 

             （２０１６年１２月３１日まで有効） 

  (2) 主な乗船履歴等 

   船長Ａ 

    船長Ａの口述によれば、次のとおりであった。 

①  主な乗船履歴 

     Ａ船には平成２７年７月４日から乗船しており、Ａ船では関門航路の通航

経験は８回であるが、他の船の経験も合わせると約２０回であった。 

②  健康状態 

     健康状態は良好であり、視力及び聴力は正常であった。 

   水先人Ａ 

    水先人Ａの口述によれば、次のとおりであった。 

①  主な乗船履歴 

昭和５０年から外航船の航海士として乗り組み、平成１１年から船長職を

とり、平成２０年に海運会社を退職した。水先免許を取得後、本事故までに

８１２隻の水先の経験があり、太刀浦ふ頭の離着岸経験は４４隻であった。 

②  健康状態 

     健康状態は良好であり、視力及び聴力は正常であった。 



- 10 - 

   船長Ｂ 

    船長Ｂの口述によれば、次のとおりであった。 

①  主な乗船履歴 

     船長経験は約２０年であり、関門航路の通航経験は多く、Ｂ船の船長とし

ては、約４年間の経験があった。 

      ② 健康状態 

     健康状態は良好であり、視力及び聴力は正常であった。 

 

２.５ 船舶等に関する情報 

 2.5.1 船舶の主要目 

   (1) Ａ船 

     ＩＭＯ番 号  ９２０２２０９ 

     船 籍 港  パナマ共和国 パナマ 

     船舶所有 者  GAINING ENTERPRISE S. A.（パナマ共和国） 

     船舶管理会社  HSIN CHIEN MARINE CO.,LTD（台湾） 

     総 ト ン 数  １７,８８７トン 

     Ｌ ×Ｂ×Ｄ   １８１.７６ｍ×２８.００ｍ×１３.９０ｍ 

     船 質  鋼 

     機 関  ディーゼル機関１基 

     出 力  １０,９１５kＷ 

     推 進 器  固定ピッチプロペラ１個 

     進水年月 日  ２０００年７月４日 

   (2) Ｂ船 

     ＩＭＯ番 号  ９００３９６４ 

     船 籍 港  大韓民国 済州
チェジュ

 

     船舶所有 者  HANA MARINE CO., LTD. （大韓民国） 

     船舶管理会社  HANA MARINE CO., LTD. （大韓民国） 

     総 ト ン 数  ７４１トン 

     Ｌ ×Ｂ×Ｄ   ６５.００ｍ×１０.２０ｍ×４.５０ｍ 

     船 質  鋼 

     機 関  ディーゼル機関１基 

     出 力  ７３５kＷ 

     推 進 器  固定ピッチプロペラ１個 

     進水年月 日  １９９０年５月２４日 
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 2.5.2 積載状態等 

   (1) Ａ船 

     航海士Ａの口述によれば、Ａ船は７０３個のコンテナを積載し、離岸時の

喫水は、船首約７.９ｍ、船尾約８.１ｍであった。 

   (2) Ｂ船 

     船長Ｂの口述によれば、Ｂ船は空船であり、出港時の喫水は、船首約２.１

ｍ、船尾約３.５ｍであった。 

 

 2.5.3 主な航海設備等に関する情報 

   (1) Ａ船 

    ① 航海設備の配置 

      操舵室の前部には、中央にジャイロ・レピータがあり、その左舷側に 

ＶＨＦ、ＡＩＳ、ＡＲＰＡ＊5機能付レーダー２台及び電子海図情報表示装 

置＊6、右舷側にＶＨＦ及び機関テレグラフが設置されていた。 

      操舵室の中央部には操舵スタンドがあり、後部にはＶＤＲ及び海図台が

設置されていた。 

    ② 航海設備等の状況 

      船長Ａ及び水先人Ａの口述によれば、船体、機関及び機器類に不具合又

は故障はなく、機関をいつでも使用できる状態であった。 

      Ａ船のＶＤＲには、ＶＨＦで交信した内容を直接記録する部分と船橋内

の音声を記録する部分とがあった。ＶＨＦで交信した内容を直接記録する

部分には、チャンネル１６以外の交信内容は記録されていなかった。船橋

内の音声を記録する部分には、ＶＨＦの受信音声と水先人Ａの音声が記録

されていた。 

      水先人Ａの口述によれば、ＶＨＦの送受信は良好であった。 

③ 操縦性能 

      海上試運転成績書によれば、貨物積載時、全速力前進（約１８.４kn）

での旋回性能は、次のとおりであった。 

          ａ 左旋回 

                         
＊5  「ＡＲＰＡ」とは、Automatic Radar Plotting Aids の略記であり、他船のレーダー映像の移動

方向及び移動量をコンピュータにより、自動的に処理させ、他船の針路、速力、最接近時間及び距

離、将来予測位置などを表示させるとともに、他船と衝突する危険が予測される場合には警報を発

する装置をいう。 
＊6  「電子海図情報表示装置」とは、画面上に電子海図、AIS、ARPA、レーダー等の情報をはじめ、

船位、方位、船速などの航海情報を表示することができる装置をいう。 
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縦距＊7 ７１５ｍ、横距＊8 ２３４ｍ、９０°旋回までの所要時間 

約１分４０秒 

ｂ 右旋回 

縦距 ６８７ｍ、横距 ２２４ｍ、９０°旋回までの所要時間 約１

分４９秒 

     ｃ 全速力前進中、後進発令後の最短停止距離は２,５１８ｍであり、所

要時間は約１０分２０秒である。 

   (2) Ｂ船 

    ① 航海設備の配置 

      操舵室の前部には中央にジャイロ・レピータがあり、中央部には、中央

に操舵装置及び機関テレグラフが組み込まれたコンソール、左舷側にレー

ダー２台及びＡＩＳが設置されていた。 

      操舵室の後部には、左舷側に海図台が設置されていた。 

② 航海設備等の状況 

      船長Ｂの口述によれば、船体、機関及び機器類に不具合又は故障はなく、

機関をいつでも使用できる状態であった。 

    ③ 操縦性能 

      海上試運転成績書によれば、貨物積載時、全速力前進（約１１.４kn）

での旋回性能は、次のとおりであった。 

          ａ 左旋回 

最大縦距＊9 ２２８ｍ、最大横距＊10 ２６３ｍ、９０°旋回までの

所要時間 約５７秒 

ｂ 右旋回 

最大縦距 ２５３ｍ、最大横距 ２８２ｍ、９０°旋回までの所要時

間 約５９秒 

     ｃ 全速力前進中、後進発令後の最短停止距離は４１５ｍであり、所要時

間は約２分１０秒である。 

                         
＊7  「縦距」とは、転舵時の船の重心位置から９０°回頭したときの船体重心の原針路上での縦移動

距離をいう。 
＊8  「横距」とは、転舵時の船の重心位置から９０°回頭したときの船体重心の原針路に対する横移

動距離をいう。 
＊9  「最大縦距」とは、転舵時の船の重心位置から回頭したときの船体重心の原針路上での最大縦移

動距離をいう。 
＊10

  「最大横距」とは、転舵時の船の重心位置から回頭したときの船体重心の原針路上に対する最大

横移動距離をいう。 
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２.６ 気象及び海象に関する情報 

 2.6.1 気象観測値 

  本事故現場の西南西約４Ｍに位置する下関地方気象台における観測値は、次のと

おりであった。 

  １２時００分 風向 西、風速 ２.５m/s、天気 晴れ、視程 １０.０km 

  １３時００分 風向 西、風速 ２.６m/s 

 

 2.6.2 潮汐及び潮流 

(1)  関門マーチスからの回答書によれば、本事故当時の火ノ山下潮流信号所

の潮流信号の電光表示は、次のとおりであり、海上保安庁刊行の関門海峡

潮流図（平成１８年２月発行）により推算すれば、本事故現場付近の潮流

は約１knの西流であった。 

１２時２１分から２７分 流向 西、流速 ３kn、傾向 ↑（今後、流速

が速くなる。） 

１２時２７分から４９分 流向 西、流速 ４kn、傾向 ↑（今後、流速

が速くなる。） 

 (2)  海上保安庁刊行の潮汐表によれば、門司（旧門司）における本事故時の

潮汐は、上げ潮の末期で、潮高は約１５０cmであった。 

 

 2.6.3 乗組員の観測 

   (1) Ａ船の航海日誌によれば、１１月３日１２時の気象は、天気は晴れ、風向

は西、風力は３であった。 

   (2) 水先人Ａの口述によれば、本事故当時の気象は、天気は晴れ、風向は北北

東、風速は２m/sであり、視界は良好であった。 

   (3) Ｂ船の航海日誌によれば、１１月３日１２時の気象は、天気は晴れ、風向

は東、風力は３、視程の階級は６（視程４～１０km）であった。 

 

２.７ 事故水域等に関する情報 

港則法によれば、次のとおりである。 

港則法第１４条第１項 

航路外から航路へ入り、又は航路から航路外に出ようとする船舶は、航路を航

行する他の船舶の進路を避けなければならない。 

海上保安庁刊行（平成２５年３月発行）の瀬戸内海水路誌によれば、次のとおりで

ある。 

  航法 
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関門海峡航路並びに付近海域においては、港則法の規定による航法及び新たに

制定された同法規の次の事項を遵守しなければならない。 

１（略） 

２（略） 

３ 港長が提供する情報の聴取 

関門海峡海上交通センターは、特定船舶（関門航路及び関門第２航路並びに

その周辺海域における第４６図（１３７ページ参照）の情報提供エリアを航

行する総トン数３００t以上の船舶。）に対し、ＶＨＦにより、次の情報を提

供する。特定船舶は第４６図に示す海域を航行している間、関門海峡海上交

通センターが提供する情報を聴取しなければならない。 

（１）特定船舶が航路及びその周辺海域において適用される交通方法に従わない

で航行するおそれがあると認められる場合における、当該交通方法に関する

情報 

（２）（略） 

（３）（略） 

（４）他の船舶の進路を避けることが容易でない船舶であって、その航行により

特定船舶の航行の安全に著しい支障を及ぼすおそれがあるものに関する情報 

（５）特定船舶が他の特定船舶に著しく接近するおそれがあると認められる場合

における、当該他の特定船舶に関する情報 

（６）上記（１）から（５）のほか、特定船舶において聴取することが必要と認

められる情報 

４ 航法の遵守及び危険の防止のための勧告 

 関門海峡海上交通センターは、特定船舶に対し、航法の遵守又は危険の防

止のため必要があると認めるときは、進路の変更その他の必要な措置を講ず

べきことを勧告することができる。 

５ 関門海峡海上交通センターによる情報の提供等 

 関門海峡海上交通センターによる情報の提供等は、ＶＨＦ等により、内容

に応じて冒頭に次の通信符号を冠して行われる。 

（１） 情報の提供 

（２） 警告 

（３） 勧告 

（４） 指示 

(注)  関門海峡海上交通センターによる情報の提供等は、操船上の指示をす

るものではない。 
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２.８ 関門水先区水先人会の対応 

関門水先区水先人会担当者の口述によれば、関門水先区水先人会は、平成１８年 

１０月にも水先人の水先により太刀浦８号岸壁から出航するコンテナ船（総トン数 

１４,８０７トン）と関門航路を航行するＬＰＧタンカー（総トン数２,９９７トン）

との衝突事故があったこともあり、関門航路の側方境界線を横切って関門航路に入る

場合には十分に留意し、港則法に従った安全航行をするよう会員に注意を呼び掛けて

いた。 

 

２.９ 関門マーチスの対応 

 関門マーチス担当者の口述によれば、次のとおりであった。 

関門マーチスは、レーダーやＡＩＳ等により、船舶の動静や安全に航行するために

必要な情報を収集及び整理して航行船舶等に必要な情報提供や注意喚起を行っている

ほか、「関門海峡海上交通センター利用の手引き」等を作成して関門マーチスが船舶

に対して提供している業務を説明するとともに、関門海峡を航行する際の主要注意事

項について解説することにより、船舶の安全運航に寄与していた。 

 本事故当時は、運用管制官Ａが部埼～太刀浦、運用管制官Ｂが太刀浦～関門橋～大

瀬戸付近の範囲を分担し、レーダー監視等で船舶に情報提供等を行い、運用管制官Ｃ

が運用管制官Ａ及び運用管制官Ｂの指導及び監督をしていた。 

 

 

３ 分 析 
 

３.１ 事故発生の状況 

 3.1.1 相対方位及び距離に関する解析 

  2.1.1から、平成２７年１１月３日１２時２１分から１２時２７分までの間にお

けるＡ船及びＢ船の相対位置状況は、表３.１のとおりであった。 

 

表３.１ Ａ船及びＢ船の相対位置状況（ＡＩＳ記録） 

時 刻 Ａ船から見た Ａ船から見たＢ船の Ｂ船から見た 

 （時：分） Ｂ船の真方位

（°） 

相対方位（°） 距離 

（ｍ） 

Ａ船の相対方位 

（°） 

12:21 ごろ   約 269 左舷船首約 35 約 2,690 右舷船首約 19 

12:22 ごろ   約 270.5 〃   約 33.5 約 2,300   〃   約 22.5 

12:23 ごろ   約 272 〃   約 34 約 1,890   〃   約 20 
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12:24 ごろ   約 275 〃   約 36 約 1,520   〃   約 23 

12:25 ごろ   約 276.5 〃   約 42.5 約 1,060   〃   約 24.5 

12:26 ごろ   約 280 〃   約 40   約 600   〃   約 36 

12:27 ごろ   約 292.5 〃   約 35.5   約 200   〃   約 37.5 

※距離及び方位は、両船のＧＰＳアンテナ間の測定値になる。 

 

 3.1.2 事故発生に至る経過 

  ２.１から、次のとおりであったものと考えられる。 

   (1) Ａ船 

    ① Ａ船は、平成２７年１１月３日１２時１８分ごろ、水先人Ａの水先によ

り、太刀浦８号岸壁を離れた。 

    ② Ａ船は、１２時２３分ごろ機関を微速力前進、２４分ごろ半速力前進、

２５分ごろ全速力前進とし、徐々に右転して関門航路の側方境界線に向け

て北西進した。 

    ③ Ａ船は、関門航路に入り、Ｂ船との衝突を避けるため、左舵一杯及び機

関を全速力前進としたが、Ｂ船と衝突した。 

   (2) Ｂ船 

    ① Ｂ船は、船長Ｂが操船指揮をとり東航した。 

    ② Ｂ船は、１２時１６分ごろ、北九州市門司埼付近において約９knの速力

で東航した。 

    ③ Ｂ船は、Ａ船と約３００～４００ｍに接近したので、左舵として右舷対

右舷で通過しようとしたものの、Ａ船との衝突の危険を感じ、右舵一杯及

び機関を全速力後進にかけたが、Ａ船と衝突した。 

 

 3.1.3 事故発生日時及び場所 

  ２.１から、本事故の発生日時は、平成２７年１１月３日１２時２７分ごろであ

り、発生場所は、門司埼灯台から０６５°１.８Ｍ付近であったものと考えられる。 

 

 3.1.4 死傷者の状況 

  ２.２から、Ａ船及びＢ船共に死傷者はいなかったものと考えられる。 

  

 3.1.5 損傷の状況 

  ２.３から、Ａ船は、左舷船尾部外板に凹損を伴う擦過傷を、Ｂ船は、船首部に

圧壊を伴う擦過傷及びハンドレールに曲損をそれぞれ生じた。 



- 17 - 

3.1.6 衝突の状況 

  2.1.1、2.1.4、3.1.3及び3.1.5から、Ａ船は、船首方位が約３２８°、速力が約

８.８kn、Ｂ船は、船首方位が約０９２°、速力が約５.８knで、Ａ船の左舷船尾部

とＢ船の船首部とが衝突したものと考えられる。 

 

３.２ 事故要因の解析 

 3.2.1 乗組員等及び船舶の状況 

   (1) 乗組員等 

     ２.４から、次のとおりであった。 

    ① Ａ船 

      船長Ａは、適法で有効な締約国資格受有者承認証を有していた。また、

本事故当時、健康状態は良好であったものと考えられる。 

      水先人Ａは、適法で有効な水先免状を有していた。また、水先人Ａは、

関門港付近における水先業務を数多く行っており、本事故当時、健康状態

は良好であったものと考えられる。 

    ② Ｂ船 

      船長Ｂは、適法で有効な海技免状を有していた。また、本事故当時、健

康状態は良好であったものと考えられる。 

   (2) 船舶 

     2.5.3から、次のとおりであった。 

    ① Ａ船 

      船体、機関及び機器類に不具合又は故障はなかったものと考えられる。 

Ａ船のＶＤＲには、ＶＨＦで交信した内容を直接記録する部分と船橋内

の音声を記録する部分とがあり、ＶＨＦで交信した内容を直接記録する部

分には、チャンネル１６以外の交信内容は記録されていなかったが、船橋

内の音声を記録する部分には、ＶＨＦの受信音声と水先人Ａの音声が記録

されていた。 

       Ａ船のＶＨＦの受信状態は良好であったものと考えられる。     

② Ｂ船 

      船体、機関及び機器類に不具合又は故障はなかったものと考えられる。 

 

 3.2.2 気象及び海象の状況 

  ２.６から、本事故発生場所付近では、天気は晴れ、北北東の風、風力２、視程

は約１０kmであり、潮汐は上げ潮の末期に当たり、約１knの西流があったものと考

えられる。 
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 3.2.3 見張り及び操船の状況 

  ２.１及び3.1.1～3.1.3から、次のとおりであった。 

   (1) Ａ船 

① 水先人Ａは、１２時２１分ごろ、針路約３０５°で航行中、Ｂ船を左舷

船首方約２,６９０ｍに視認したものと考えられる。 

② 水先人Ａは、１２時２３分ごろ、関門マーチスにＢ船の前を横切ること

を申し入れ、関門マーチスから了解した旨の回答があったので、自らの望

む本件通過方法で了解を得たと思い、また、Ｂ船も関門マーチスとの交信

で理解しているものと思い、船長Ａ及びＣ船にその旨を伝え、機関を微速

力前進としたものと考えられる。 

      また、船長Ａは、水先人Ａからの説明により、Ｂ船の船首方を安全に横

切ることができると思ったものと考えられる。 

    ③ 水先人Ａは、その後増速し、徐々に右転して関門航路の側方境界線に向

けて北西進したものと考えられる。 

    ④ Ａ船は、１２時２４分００秒に３１１°の針路及び４.９knの速力で、

１２時２５分００秒に３１９°の針路及び６.５knの速力で航行したもの

と推定される。 

⑤ 水先人Ａは、Ｂ船が第３２号灯浮標付近を関門航路に沿って東航してい

たが、Ｂ船は小型船で操船しやすいこと及びＡ船がＢ船の前を横切る旨の

連絡が伝わっているので、両船が約５００～６００ｍまで接近しても、ま

た、Ｂ船の協力があればＢ船の船首方約２００～３００ｍで通過できると

思ったものと考えられる。     

⑥ 水先人Ａは、Ｂ船との距離が約３００～４００ｍとなった頃、Ｂ船が左

転したので、衝突の危険を感じて右舵一杯とし、汽笛により短音を３０回

程度吹鳴したものと考えられる。 

⑦ 水先人Ａは、Ａ船の左舷船尾へのＢ船の衝突を避けるため、左舵一杯及

び機関を全速力前進としたものと考えられる。           

   (2) Ｂ船 

① 船長Ｂは、１２時２３分ごろ、Ａ船を右舷船首方約１,８９０ｍに視認

したものと考えられる。 

    ② 船長Ｂは、１２時２３分２５秒ごろ関門マーチスから呼び出され、Ａ船

と右舷対右舷で通過する旨の連絡を受けたので、Ａ船が関門航路に沿って

航行しているＢ船を避けると思ったものと考えられる。 

 ③ 船長Ｂは、右舷船首方約３００～４００ｍに接近したＡ船との通過距

離を広げるために左舵としてＡ船と右舷対右舷で通過しようとしたが、Ａ
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船が避けないので衝突の危険を感じて右舵一杯及び機関を全速力後進とし

たものと考えられる。 

 

3.2.4 １２時２３分０１秒～１３秒の関門マーチスと水先人ＡとのＶＨＦでの交信

における認識状況の解析 

2.1.2、2.1.3、2.1.4(1)及び2.1.4(4)から、１２時２３分０１秒～１３秒の関門

マーチスと水先人ＡとのＶＨＦでの交信状況は、表３.２のとおりであった。 

表３.２ ＶＨＦでの交信状況 

 ＶＤＲ記録 ＶＨＦ交信記録 水先人Ａの口述 関門マーチスの口述 

水先人Ａから関

門マーチスへの

音声の伝達 

「はい、東航船の 

前を横切って西 

航船の後ろから 

続きます」 

「東航・・（聞き

取れず）・・西航

船の後ろから続

きます」 

「東航船２隻の前

を横切って西航船

の後ろから続きま

す」と連絡した。 

雑音があり聞こえづ

らかったが「東航船

をかわして西航船の

後ろから続きます」

と理解した。 

関門マーチスか

ら水先人Ａへの

音声の伝達 

 

「では、西航船の

後 ろか ら続 きま

す 。了 解し まし

た」 

「・・（聞き取れ

ず）・・かわして

西航船の後ろか

ら続く。了解し

ました」  

「東航船２隻の前

を横切って西航船

の 後 ろ に 続 き ま

す」と聞いた。 

「東航船の後ろをか

わして西航船の後ろ

から続く。了解しま

した」と復唱した。 

これらのことから、関門マーチスと水先人ＡとのＶＨＦでの交信における認識状

況は、次のとおりであったものと考えられる。 

(1) 水先人Ａは、関門マーチスからの「東航船２隻来ておりますが、先に出

られますか」との問合せに対し、東航船の前を横切る旨を伝えたものの、運

用管制官Ａは、雑音により聞こえづらい状況下、東航船をかわしてと聞き 

取った。 

(2) 運用管制官Ａは、東航船をかわしてとの情報及びレーダー映像に表示さ

れているＡ船のベクトルが太刀浦８号岸壁とほぼ平行であったので、本件通

過方法が右舷対右舷で通過するつもりであると思い、東航船の後ろをかわし

て西航船の後ろから続くことを了解したと伝えるつもりで、西航船の後ろか

ら続くことを了解したと伝えた。 

(3) 水先人Ａは、関門マーチスの「西航船の後ろから続きます。了解しまし

た」を「東航船２隻の前を横切って西航船の後ろに続きます」と聞き取り、

東航船の前を横切ることで了解を得たものと思った。 

(4) 運用管制官Ｃは、運用管制官ＡのＡ船との交信を聞き、レーダー映像か
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らＡ船が航路へ入ればＢ船の前方へ入ることになり、航法に反するので、

Ａ船はＢ船の後方から航路へ入るものと考え、運用管制官Ａに対して聞き

取れなかった交信内容の確認を指示しなかった。 

(5) 運用管制官Ｂは、運用管制官ＡとＡ船との交信を聞き、Ｂ船に対し、Ａ

船と右舷対右舷で通過するように伝えた。 

(6) 以上のことから、水先人Ａは、自らが望む本件通過方法で了解を得たも

のと思い、また、関門マーチスは、ＶＨＦの音声が雑音により聞こえづらい

状況下、レーダー情報等を基にＡ船がＢ船の船尾方を通過するものと思い、

聞き取れなかった交信内容を確認せずにＢ船に情報を伝えたことから、水先

人Ａと船長Ｂとが異なる理解のもとに操船していた。 

  

3.2.5 関門マーチスの情報提供等の状況 

   ２.１、3.1.1及び3.2.4から、次のとおりであったものと考えられる。 

(1) 関門マーチスは、１２時１１分ごろ、水先人Ａから本件通過方法につい

て再度連絡するとの申し出があり、その連絡を待っていた。 

(2) 関門マーチスは、１２時２２分ごろ、Ｂ船が第３２号灯浮標付近に差し

掛かるので、本件通過方法を確認するため、Ａ船を呼び出した。 

また、関門マーチスは、２３分ごろ、ＶＨＦの音声が雑音により聞こえづ

らい状況下、水先人Ａの東航船の前を横切る旨の伝達を東航船をかわすと聞

き取り、レーダー情報等を基にＡ船がＢ船の船尾方を通過するものと思い、

了解した旨を伝達した。 

(3) 関門マーチスは、１２時２３分ごろ、Ｂ船に対してＡ船と右舷対右舷で

通過するように連絡した。 

(4) 関門マーチスは、１２時２６分ごろ、Ａ船及びＢ船の船間距離が約３００～

４００ｍとなった状況下、Ａ船のレーダー映像が右転して北西進したので、

Ａ船を呼び出したところ、水先人ＡからＢ船がＡ船の前を通過するのかとの

問い掛けを受け、Ａ船がＢ船と左舷対左舷で通過するつもりで航行していた

ことを知った。 

(5) 関門マーチスは、両船に対して衝突を避けるよう伝えた。 

  

3.2.6 事故発生に関する解析 

  ２.１、3.1.1～3.1.3、3.1.6及び3.2.3～3.2.5から、次のとおりであったものと

考えられる。 

   (1) Ａ船 

① Ａ船は、１２時１８分ごろ、博多港に向けて、水先人Ａの水先により、
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太刀浦８号岸壁を離れた。 

② 水先人Ａは、１２時２１分ごろ、Ｂ船を左舷船首方約２,６９０ｍに視

認した。 

③ 水先人Ａは、１２時２３分ごろ、関門マーチスにＶＨＦでＢ船の前を横

切ることを申し入れ、関門マーチスから了解した旨の回答があったので、

自らの望む本件通過方法で了解を得たと思い、また、Ｂ船も関門マーチス

との交信で理解しているものと思い、船長Ａ及びＣ船にその旨を伝え、機

関を微速力前進とした。 

      また、船長Ａは、水先人Ａからの説明により、安全にＢ船の船首方を横

切ることができると思った。 

    ④ 水先人Ａは、その後増速し、徐々に右転して関門航路の側方境界線に向

けて北西進した。 

    ⑤ 水先人Ａは、Ｂ船が第３２号灯浮標付近を関門航路に沿って東航してい

たが、Ｂ船は小型船で操船しやすいこと及びＡ船がＢ船の船首方を横切る

旨の連絡が伝わっているので、両船が約５００～６００ｍまで接近しても、

また、Ｂ船の協力があればＢ船の船首方約２００～３００ｍで通過できる

と思った。 

    ⑥ 水先人Ａは、Ｂ船との距離が約３００～４００ｍとなった頃、Ｂ船が左

転したので、衝突の危険を感じて右舵一杯とし、汽笛により短音を３０回

程度吹鳴した。 

⑦ 水先人Ａは、Ａ船の左舷船尾部へのＢ船の衝突を避けるため、左舵一杯

及び機関を全速力前進としたが、１２時２７分ごろＡ船の左舷船尾部とＢ

船の船首部とが衝突した。 

⑧ 上記③～⑥から、船長Ａ及び水先人Ａは、Ａ船がＢ船の船首方を横切る

ことをＢ船が理解しているものと思っていたことから、衝突を避けるため

の動作が遅れた。 

   (2) Ｂ船 

① 船長Ｂは、関門航路に沿って北東進中、１２時２３分ごろ、Ａ船を右舷

船首方約１,８９０ｍに視認した。 

    ② 船長Ｂは、関門マーチスからＡ船と右舷対右舷で通過するように連絡を

受けたので、Ａ船が関門航路に沿って航行しているＢ船を避けると思った。 

    ③ 船長Ｂは、右舷船首方約３００～４００ｍに接近したＡ船との通過距離

を広げるために左舵としてＡ船と右舷対右舷で通過しようとしたが、Ａ船

が避けないので衝突の危険を感じて右舵一杯及び機関を全速力後進とした。 

    ④ 上記②及び③から、船長Ｂは、Ａ船が関門航路に沿って航行しているＢ
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船を避けるものと思っていたことから、衝突を避けるための動作が遅れた。 

(3) 関門マーチス 

① 運用管制官Ａは、１２時２３分ごろ、ＶＨＦの音声が雑音により聞こえ

づらい状況下、水先人Ａの東航船の前を横切る旨の伝達を東航船をかわし

てと聞き取り、レーダー映像に表示されているＡ船のベクトルが太刀浦８

号岸壁とほぼ平行であったので、Ａ船がＢ船と右舷対右舷で通過するつも

りであると思い、Ａ船に対して西航船の後ろから続くことを了解したと伝

えた。 

② 運用管制官Ｃは、運用管制官ＡのＡ船との交信を聞き、レーダー映像及

び航法から、Ａ船はＢ船の後方から関門航路へ入るものと考え、運用管制

官Ａに対して聞き取れなかった交信内容の確認を指示しなかった。 

③ 運用管制官Ｂは、運用管制官ＡとＡ船との交信を聞き、Ｂ船に対し、Ａ

船と右舷対右舷で通過するように伝えた。 

④ 上記①～③から、関門マーチスは、ＶＨＦの音声が雑音により聞こえづ

らい状況下、レーダー情報等を基に、Ａ船がＢ船の船尾方を通過するもの

と思い、聞き取れなかった交信内容を確認せずにＡ船に対して了解したと、

Ｂ船に対して右舷対右舷で通過するとそれぞれ伝えたことから、水先人Ａ

と船長Ｂが異なる理解のもとに操船していた。 

 

 

４ 原 因 
 

 本事故は、関門港において、Ａ船が関門航路の側方境界線を横切る態勢で北西進中、

Ｂ船が関門航路に沿って北東進中、水先人Ａが、Ａ船がＢ船の前を横切ることをＢ船

が理解しているものと思い、また、船長Ｂが、Ａ船が関門航路に沿って航行している

Ｂ船を避けるものと思っていたため、両船共に衝突を避けるための動作が遅れ、両船

が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

 水先人Ａが、Ａ船がＢ船の船首方を横切ることをＢ船が理解しているものと思った

のは、関門マーチスにＶＨＦでＢ船の船首方を横切ることを申し入れた際、関門マー

チスから了解した旨の回答があったので、自らの望む本件通過方法で了解を得たと 

思ったこと、また、Ｂ船も関門マーチスとの交信で理解しているものと思ったことに

よるものと考えられる。 

 船長Ａは、水先人Ａからの説明により、Ｂ船の船首方を安全に横切ることができる

と思ったものと考えられる。 

 船長Ｂが、Ａ船が関門航路に沿って航行しているＢ船を避けると思ったのは、関門
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マーチスからＡ船と右舷対右舷で通過するように連絡を受けたことによるものと考え

られる。 

 関門マーチスが、ＶＨＦの音声が雑音により聞こえづらい状況下、聞き取れなかっ

たＡ船との交信内容を確認せずにＡ船に対して了解したと、Ｂ船に対して右舷対右舷

で通過するようにそれぞれ伝えたことから、水先人Ａと船長Ｂとが異なる理解のもと

に操船していたものと考えられる。 

 

 

５ 再発防止策 
 

 本事故は、関門港において、Ａ船が関門航路の側方境界線を横切る態勢で北西進中、

Ｂ船が関門航路に沿って北東進中、水先人Ａが、Ａ船がＢ船の船首方を横切ることを

Ｂ船が理解しているものと思い、また、船長Ｂが、Ａ船が関門航路に沿って航行して

いるＢ船を避けるものと思っていたため、両船共に衝突を避けるための動作が遅れ、

両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

 関門マーチスは、ＶＨＦの音声が雑音により聞こえづらい状況下、聞き取れなかっ

たＡ船との交信内容を確認せずにＡ船に対して了解したと、Ｂ船に対して右舷対右舷

で通過するようにそれぞれ伝えたことから、両船が異なる理解のもとに操船していた

ものと考えられる。 

 したがって、同種事故の再発防止のためには、ＶＨＦによる交信内容を確実に把握

するとともに、各船が港則法等を遵守して航行する必要がある。 

  

５.１ 本事故後に講じられた事故等防止策 

 5.1.1 関門水先区水先人会により講じられた措置 

  関門水先区水先人会は、本事故発生後、事故防止対策委員会を設置して原因究明

し、次のような再発防止対策を検討し、平成２７年１１月３０日会員に周知徹底し

た。 

 (1) 港則法第１４条の航法に従い、航路航行船が優先することを確認する。 

 (2) 太刀浦岸壁からの出港時には、第３２号灯浮標近辺にある東航船に対して

は安全を確認しない限りは待つこととする。 

 (3) 東航船の前面の横切り、西航船の前面に入るときには、余裕のない時には

前面に入らないこととする。 

 (4) 関門マーチスとのＶＨＦの交信に注意し、関係する他船の無線傍受も検討

する。今後、関門マーチスと検討会を行うこととする。 
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 5.1.2 関門マーチスにより講じられた措置 

 (1) ＶＨＦの感度等の調査、関係機器の適切な操作等 

   ①  関門マーチスは、ＶＨＦの感度等の調査を行ったが、異常は認められな

かった。 

   ② ＶＨＦの特色として、プレストークボタンを押してすぐに会話を始める

とその部分が伝搬されないことがあり、音声録音も記録されないこととな

るので、適切な操作をするよう徹底した。 

③ ＶＨＦのプレストークボタンを押して録音が開始されるまでの時間を短

縮するよう機器類の改善を図ることとした。 

(2) 運用マニュアルの変更 

① 「何々をかわす」等の多義的な言葉ではなく、具体的で明確な言葉の使

用を行うこととした。 

② 不確実な情報は再確認し、正確な情報提供及び状況判断を行うこととし

た。 

③ 統括運用管制官が卓11 から離れる際には、必ず代わりの運用管制官を

当該卓に配置することとした。 

(3) 意見交換会の実施 

   関門マーチスと関門水先区水先人会との意思疎通を高めるために定期的

な意見交換会を催すこととした。 

 

５.２  今後必要とされる事故等防止策 

5.2.1 関門水先区水先人会 

  関門水先区水先人会は、港則法の航法に則った運航を計画するとともに、航路外

から航路内に入る場合には、航路内航行船とはＶＨＦ等で連絡を確実にするなどの

対応を実施していくことが望まれる。 

 

 5.2.2 関門マーチス 

関門マーチスは、交信内容をより確実に把握するため、管制室の状況を映像及び

音声で記録するシステムを導入することを検討することが望まれる。 

 

5.2.3 関門航路を通航する操船者 

操船者は、次のことに留意し、同種事故の再発防止に努めなければならない。 

                         
＊11 「卓」とは、レーダー画面及びＶＨＦ等が装備された運用管制官が業務を行う監視用机をいう。 
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(1)  ＶＨＦの使用に当たっては、齟齬
そ ご

を生じないように内容を正確に伝達す

る一方、受信内容を復唱するなどして確認すること。 

また、航路航行船等は、要すればＶＨＦにより船橋間通信を行い、操船意

図を確認し合うこと。 

(2)  関門航路の側方境界線を横切る場合には、航路航行船舶に疑義を生じさ

せることのないように安全な距離を維持すること。 
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  付図１ 航行経路図 
  

太刀浦 

関門航路 

第３２号灯浮標 

Ｂ船 Ａ船 

門司埼灯台 福岡県北九州市 

関門港田野浦区 

X 
事故発生場所 

（平成２７年１１月３日 １２時２７分ごろ発生） 

関門橋 
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付表１ ＶＨＦ交信記録 

 Ａ船 関門マーチス 16 　関門マーチス、関門マーチス、Ａ船、Ａ船です。

関門マーチス Ａ船 16 　Ａ船、Ａ船、２２、チャンネル２２へどうぞ。

Ａ船 関門マーチス 22
　Ａ船、パイロット乗船しました。これより太刀浦８岸、解纜の上、出港、ＭＮ向け

です。

関門マーチス Ａ船 22

　はい、了解しました。はい。現在、東航船の状況ですが、田野浦沖にＴＯＭＩＫ

Ａ、その後は、橋の西側０.８Ｍのところに２隻来ております。この船舶、橋の西側

約０.８Ｍの船舶、この船が出すね、約１６分後ぐらいに太刀浦コーナー付近とな

ります。

Ａ船 関門マーチス 22
　はい、了解しました。えー、予定では、その橋の西側の船の前から航路ＩＮの予

定です。また、解纜終わって航路ＩＮ前に連絡します。

関門マーチス Ａ船 22

　それと、太刀浦３１岸に着岸中のＢＥＩ　ＪＩＡNG、それと、太刀浦３２岸に着岸中

のＤＯＮGJIN　ＴＯＫＵＹＡＭＡ、これが、１２時１０分から２０分の間で出港すると

の連絡が入っております。

Ａ船 関門マーチス 22 　了解しました。確認します。１６返します、情報提供よろしくお願いします。

関門マーチス Ａ船 22 　１６返します。

関門マーチス Ａ船 16 　Ａ船、Ａ船　こちら関門マーチス

Ａ船 関門マーチス 16 　はい、Ａ船です。

関門マーチス Ａ船 16 　１４どうぞ。

Ａ船 関門マーチス 16 　１４

関門マーチス Ａ船 14 　東航船２隻来ておりますが、どっ、先に出られますか？どうぞ

Ａ船 関門マーチス 14 　東航・・（聞き取れず）・・西航船の後ろから続きます。

関門マーチス Ａ船 14 　・・（聞き取れず）・・かわして西航船の後ろから続く。了解しました。

関門マーチス Ｂ船 16 　Ｂ船、　Ｂ船、　This is KANMON MARTIS.

Ｂ船 関門マーチス 16 　関門マーチス、　This is Ｂ船、　Good afternoon、 sir

関門マーチス Ｂ船 16 　１４、１４

関門マーチス Ｂ船 14

　Ｂ船、　Information、 departure vessel、 information、 　Ａ船　on your

starboard bow from Tachinoura berth、 captain said starboard to starboard、

over

Ｂ船 関門マーチス 14
　Okay、 copy. I will starboard to starboard continue my course okay  thank

you for your information、 １６

関門マーチス Ｂ船 14   Okay、 16 out

12時25分 関門マーチス Ａ船 16 　Ａ船　Ａ船　こちら関門マーチス

関門マーチス Ａ船 16 　Ａ船　Ａ船　こちら関門マーチス

Ａ船 関門マーチス 16 　Ａ船です。　東航船、本船の前に行きますか？

関門マーチス Ａ船 16 　チャンネル　１４どうぞ。

関門マーチス Ａ船 14
　Ａ船　貴船、左舷、前、前へ行かれますかね？どうぞ。

　Ａ船　前へ行かれますかね？

関門マーチス Ｂ船 16 　Ｂ船、keep clear. This is KANMON MARTIS.

関門マーチス Ａ船 16
　Ａ船　Ａ船　キープクリア　避けて下さい。　東航船避けて下さい。警告です。

こちら関門マーチス。

Ｂ船 関門マーチス 16 　KANMON MARTIS、 why you said starboard to starboard?

Ａ船 関門マーチス 16 　関門マーチス　関門マーチス　Ａ船です

関門マーチス Ａ船 16 　Ａ船　チャンネル２２　どうぞ

Ｂ船 関門マーチス 16 　KANMON MARTIS、 why you said starboard to starboard?

Ａ船 関門マーチス 22
　Ａ船です。本船、Ｂ船、本船の左舷後方サイドに当たりました。ポート　トゥ

ポート　で連絡を取っていたはずですが・・・

関門マーチス Ａ船 22 　衝突されましたか？　貴船、一旦、航路外に出られますか？

Ａ船 関門マーチス 22 　関門マーチス、Ａ船です。

関門マーチス Ａ船 22 　西航船が来ていますから注意してください。

交信記録時刻 送信者 受信者
使用

ＣＨ

12時28分

12時29分

12時10分

12時11分

12時22分

12時23分

12時26分

12時27分

で 
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写真１ Ａ船 

            

 

写真２ Ａ船の損傷部 
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写真３ Ｂ船 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
写真４ Ｂ船の損傷部 

 


